
令和８年度 三次市立作木小学校 不祥事防止委員会年間活動計画 

三次市立作木小学校 

１ 目 的 
○ 三次市立作木小学校不祥事防止委員会（以下、委員会）は、本校教職員のモラルを高め、規範意識を確立し、
学校組織として不祥事の未然防止に向けた風土や文化を確立・継続するための研修等を計画・実施することを通
して、児童や保護者にとって安心・安全な学校教育を提供することを目的として活動する。 

２ 委員会の構成 
○ 委員会は、校長、教頭、教務主任、保健主事、生徒指導主事、研究主任及び養護教諭、体罰セクハラ・パワハ
ラ相談窓口（兼任）をもって組織する。 

３ 委員会の開催 
○ 委員会は、原則として毎月企画委員会開催日に、校長が招集し開催する。 

４ 年間活動計画 
○ 委員会では、担当者から提出された職員全体研修の企画立案について協議するとともに、不祥事未然防止に向
けた現状について意見交流を行うこととする。 

＊ ①「教職員による不祥事の根絶－信頼され続ける教職員であるために－（改訂版）」②「教職員による不祥事の根
絶－信頼され続ける教職員であるために－（飲酒運転防止）」③「教職員による不祥事の根絶－信頼され続ける教職
員であるために－（体罰等根絶）」を有効に活用し、研修を行う。 

№ 研修予定日 研修内容 研修方法等 企画担当者 

1 ４月 
□ 「交通事故」の対応について 

教職員としての自覚と服務規律の再確認 

自家用車など使用時における道

交法違反、交通事故などに係る

報告について 

交通事故報告書 その他 

校  長 

２ ５月 

■ 運営規程・年間計画・体罰セクハラ相

談窓の開設について 

□ 児童生徒への不適切な指導・体罰防止 

三次市立学校職員服務規程・作木

小学校校務運営規程・いじめ防止

基本方針・不祥事防止等 

「教職員による不祥事の根絶」 

教 頭 

 ５月 □ 公金会計について 公金会計の取り扱い 事務主事 

３ ６月 
□ 学校の安全管理・緊急連絡体制確認 

理科室薬品の取扱・管理 
危機管理マニュアル 教 頭 

４ ７月 
■ 情報交換 

□ 個人情報・成績・記録の適正管理 

校務運営規定、危機管理マニュア

ルなど 
教務主任 

７ ８月 
■ 情報交換 

□ いじめの防止・初期発見初期対応 

いじめ・体罰アンケート 

生徒指導資料（県教委） 
生徒指導主事 

８ ９月 

■ 情報交換 

□ ハラスメント防止）パワハラ・セク

ハラなど 

教職員による不祥事の根絶 養護教諭 

 １０月 
■ 情報交換 

□ 保護者対応・クレーム対応と不祥事防止 

「教職員による不祥事の根絶－

信頼され続ける教職員であるた

めに」 

２年担任 

９ １１月 
■ 情報交換 

□ 飲酒・交通事故・私生活上の服務規律 

【ロールプレイ】 

「教職員による不祥事の根絶－

信頼され続ける教職員であるた

めに」 

教  頭 

１０ １２月 
■ ２学期のまとめ 

□ 冬季休業中の服務 
教職員による不祥事の根絶 5・6年担任 

１１ １月 SNS・ICTの適切な利用 校務運営規定 事例研修 １年担任 

１２ ２月 
■ 情報交換 

□ 教職員の選挙運動の禁止 

いじめ・体罰アンケート 

生徒指導資料（県教委） 
教 頭  

１３ ３月 
■ 課題整理・次年度計画立案 

□ まとめ 

「教職員による不祥事の根絶－

信頼され続ける教職員であるた

めに」 

校  長  

※■は委員会 □は研修 

 

 

 

 


